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市
内
の
事
業
所
に

勤
め
て
い
る
永
年
勤

続
従
業
員
と
企
業
貢

献
技
術
者
な
ど
を
表

彰
し
ま
す
。事
業
主
、

ま
た
は
事
業
主
が
所

属
す
る
同
業
団
体
の

代
表
者
は
、
該
当
す

る
人
を
推
薦
し
て
く

だ
さ
い
。
な
お
、
表

彰
式
は
十
一
月
十
九

日
�
に
前
橋
テ
ル
サ

で
行
い
ま
す
。

対
象
＝
〈
永
年
勤
続

従
業
員
表
彰
〉
次
の

い
ず
れ
か
の
条
件
を

満
た
す
人
。
�
市
内

の
商
工
業
、
サ
ー
ビ
ス
業
の
従
業
員

で
勤
務
成
績
が
優
秀
で
他
の
模
範
と

な
り
、
同
一
事
業
所
に
十
年
以
上
勤

務
す
る
�
�
の
要
件
を
満
た
し
、
同

一
事
業
所
に
二
十
年
以
上
勤
務
す
る

�
同
一
事
業
所
に
三
十
年
以
上
勤
務

し
、
特
に
功
労
が
あ
る
。
た
だ
し
、

�
〜
�
と
も
に
自
営
業
者
、
企
業
の

経
営
者
や
役
員
お
よ
び
そ
の
家
族
、

パ
ー
ト
従
業
員
、
過
去
に
表
彰
さ
れ

た
人
は
除
く
〈
企
業
貢
献
技
術
者
等

表
彰
〉
製
造
業
な
ど
工
業
関
連
事
業

所
に
勤
務
す
る
従
業
員
で
、
企
業
内

の
合
理
化
・
省
力
化
・
技
術
改
善
・

新
製
品
開
発
な
ど
に
取
り
組
み
、
企

業
の
発
展
に
著
し
く
貢
献
し
た
勤
務

成
績
が
優
秀
で
他
の
模
範
と
な
る
人

申
し
込
み
＝
９
月
19
日
�
ま
で
に
所

定
の
推
薦
用
紙
（
市
役
所
工
業
課
に

あ
り
ま
す
）
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、

同
課
（
�
８
９
０
―
６
６
１
７
）
ま

た
は
商
工
会
議
所
（
�
２
３
４
―
５

１
１
１
）
へ
直
接

市
で
は
、
荻
窪
町
に
総
合
公
園
の

整
備
を
進
め
て
い
ま
す
。
そ
の
核
と

な
る
温
水
利
用
健
康
づ
く
り
施
設
は
、

先
行
し
て
整
備
を
行
っ
て
お
り
、
十

二
月
に
オ
ー
プ
ン
す
る
予
定
。
こ
の

施
設
の
愛
称
を
募
集
し
ま
す
。

施
設
づ
く
り
の
テ
ー
マ
は
「
心
の

や
す
ら
ぎ
」「
自
然
と
の
交
流
」「
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
づ
く
り
」
を
満
た

し
、「
子
ど
も
か
ら
高
齢
者
ま
で
幅
広

い
市
民
が
、
日
常
生
活
を
離
れ
て
、

ゆ
っ
た
り
、
ぬ
く
も
り
、
く
つ
ろ
ぎ
、

余
暇
を
楽
し
む
こ
と
の
で
き
る
施
設

づ
く
り
」。
多
く
の
皆
さ
ん
に
永
く
親

し
ま
れ
、
利
用
で
き
る
施
設
に
ふ
さ

わ
し
い
愛
称
を
募
集
し
ま
す
。
奮
っ

て
ご
応
募
く
だ
さ
い
。

な
お
、
作
品
は
必
要
に
応
じ
て
補

作
・
修
正
を
行
い
ま
す
。
ま
た
、
採

用
作
品
の
権
利
は
市
に
帰
属
し
ま
す
。

対
象
＝
市
内
在
住
・
在
勤
・
在
学
の

人
　
申
し
込
み
＝
９
月
１
日
�
ま
で

に
ハ
ガ
キ
で
。
住
所
・
氏
名
（
ふ
り

が
な
）・
年
齢
・
性
別
・
職
業
（
学
校

名
・
学
年
）・
電
話
番
号
・
愛
称
（
一

人
三
点
ま
で
）
と
そ
の
説
明
を
明
記

し
、
市
役
所
公
園
緑
地
課
（
�
８
９

０
―
６
８
４
２
）
へ
　
そ
の
他
＝
採

用
作
品
一
点
、
候
補
作
品
三
点（
同
一

作
品
多
数
の
場
合
は
抽
選
）
を
表
彰

「
市
民
の
翼
〜
火
の
国
熊
本
と
湯

布
院
二
泊
三
日
の
旅
」
を
実
施
し
ま

す
。

日
時
＝
９
月
２
日
�
〜
４
日
�
（
二

泊
三
日
）
コ
ー
ス
＝
水
前
寺
公
園
、

熊
本
城
、
雲
厳
禅
寺
霊
厳
洞
、
阿
蘇

山
、
湯
布
院
、
羅
漢
寺
・
本
耶
馬
渓

な
ど
　
対
象
＝
一
般
、
先
着
二
百
人

参
加
費
＝
六
万
九
千
八
百
円
　
申
し

込
み
＝
８
月
13
日
�
ま
で
に
Ｊ
Ｔ
Ｂ

前
橋
支
店
�
２
２
４
―
４
１
１
３
へ

○
…
問
い
合
わ
せ
は
市
観
光
協
会（
商

業
観
光
課
内
）
�
８
９
０
―
６
６
０

６
へ
。

「
特
別
児
童
扶
養
手
当
」
の
受
給

者
は
、
八
月
十
一
日
�
か
ら
二
十
五

日
�
ま
で
に
、
市
役
所
障
害
福
祉
課

へ
所
得
状
況
届
を
提
出
し
て
く
だ
さ

い
。
届
け
出
が
な
い
と
、
八
月
以
降

の
手
当
が
受
け
ら
れ
な
く
な
り
ま
す
。

な
お
、「
障
害
児
福
祉
手
当
」
を
併
せ

て
受
給
し
て
い
る
人
は
、
八
月
上
旬

に
郵
送
す
る
障
害
児
福
祉
手
当
現
況

届
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

対
象
＝
特
別
児
童
扶
養
手
当
受
給
者

用
意
す
る
物
＝
印
鑑
、
証
書
（
未
返

却
の
場
合
）

そ
の
他
＝
平
成
15
年

１
月
１
日
現
在
の
住
民
登
録
地
が
市

外
の
人
は
そ
の
住
所
地
の
所
得
証
明

書
が
必
要

□
受
給
の
対
象
者

次
に
該
当
す
る
人
で
、
次
の
手
当

を
申
請
し
て
い
な
い
人
は
、
市
役
所

障
害
福
祉
課
に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

た
だ
し
、
各
手
当
と
も
前
年
所
得

が
一
定
額
以
上
の
人
や
、
児
童
が
障

害
を
事
由
と
す
る
公
的
年
金
を
受
給

し
て
い
る
場
合
は
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
。

�
特
別
児
童
扶
養
手
当

対
象
＝
20
歳
未
満
の
在
宅
重
度
心
身

障
害
児
（
身
体
障
害
者
手
帳
一
級
〜

三
級
程
度
、
療
育
手
帳
Ｂ
中
以
上
の

知
的
障
害
児
な
ど
）
を
養
育
し
て
い

る
保
護
者
　
支
給
額（
月
額
）＝〈
一

級
〉
五
万
千
百
円
〈
二
級
〉
三
万
四

千
三
十
円

�
障
害
児
福
祉
手
当

対
象
＝
20
歳
未
満
の
在
宅
重
度
心
身

障
害
児
（
身
体
障
害
者
手
帳
一
級
〜

二
級
程
度
、
療
育
手
帳
Ａ
重
の
最
重

度
判
定
知
的
障
害
児
な
ど
）

支
給

額（
月
額
）＝
一
万
四
千
四
百
八
十
円

○
…
問
い
合
わ
せ
は
障
害
福
祉
課
�

８
９
０
―
６
１
４
４
へ
。

優
秀
な
従
業
員
を
表
彰

事
業
主
は
ご
推
薦
く
だ
さ
い

12
月
オ
ー
プ
ン
目
指
す
荻
窪
温
水
施
設

親
し
み
の
あ
る
愛
称
を
募
集

９
月
２
日
か
ら
市
民
の
翼

火
の
国
熊
本
へ
２
泊
の
旅

特
別
児
童
扶
養
手
当
受
給
者

所
得
状
況
届
を
忘
れ
ず
に
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